
会長　飯田　満治君
本日は私共の佐世保ロータリ

ークラブが輩出いたしておりま
す福田金治 第5グループガバナ
ー補佐の訪問例会であります。
どうぞよろしくお願いいたします。
さて、私は昨日は鐵園祭の京都でした。

私たちの観光ホテル業界は、土曜・日曜や
気候のいい季節は、稼ぎ時ですので、しっ
かり仕事をします。そこで、業界の会合は、
大体、火・水・木曜という曜日に開催しま
す。会議の次の日は親睦ゴルフですが、今
日のような梅雨とか、冬の寒い日などを選
んで開催します。
本年、私は佐世保クラブの会長をさせてい
ただいていますので、昨日、早朝に博多から
京都に向かい、会議に出て、昼食と夕方の宴
会を済ませて新幹線で深夜自宅に帰ってまい
りました。今頃の夏に向かう時季は京都は鱧
料理の最盛期です。昼はハモをかば焼きにし
たハモ丼、夜の宴会はハモのお刺身を堪能い

たしました。現実にはハモの漁獲高は長崎県
が日本一ですので、本当は長崎の魚ですが、
長年の伝統で京都にふさわしい魚となってい
ます。

さて、先週に引き続き理事会の報告をいた
します。
定款第9条3節（b）の出席規定の適用免除の
申請が山縣義道会員と下田弥吉会員から出て
おります。

山縣義道会員
入会年月日／1983年8月2日

在籍27年4ヵ月
生年月日／1937年4月28日

73歳2ヵ月
合計／100年6ヵ月

下田弥吉会員
入会年月日／1990年10月1日

在籍19年8ヵ月
生年月日／1943年1月3日

67歳5ヵ月
合計87年1ヵ月

要件を満たしておられますので、理事会に
て承認いたしました。

続きまして地区研修セミナーの報告です。
11日の日曜日に木村公康副会長共々、地区ク
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早岐シルバーボウル前15:00発⇒㈱十八銀
行佐世保駅前支店前15:25発 ⇒ JAながさ
き会館前15:30発⇒九十九島観光ホテル

＊乗車される方は時間厳守をお願い致します。

５．佐世保北ロータリークラブ
「クラブ現況と活動計画書・前年度活動報
告書」が届いております。

６．大村ロータリークラブ
2009～2010年度会長 F瀬　正之君

「創立50周年記念誌」が届いております。

７．つくも苑　ひまわり会会長様より
納涼大会のご案内
日時／平成22年7月24日貍 18:30～20:30
場所／つくも苑グラウンド

大村ロータリークラブ
会長　帯屋　　徹君　
今日は、本年度大村ロータリ

ークラブの会長を務めさせてい
ただきます帯屋　徹と申します。
そして幹事を務めてもらいます森本英敏君で
す。よろしくお願い申しあげます。
さて、前年度大村クラブは、50周年という
大きな節目を迎えました。その折は、佐世保
クラブの会長さん、幹事さんにも出席を賜り、
ありがとうございました。おかげさまで盛会
裏に周年事業を終える事が出来ました。心よ
りお礼を申しあげます。
よく考えてみますと、50年前に佐世保クラ
ブの方々にスポンサーになっていただいて、
それから営々と今日まで継続している訳で
す。その間いろいろなご指導を賜ったことと
思います。重ねてお礼を申しあげます。
また本年は、大村クラブにおきましても、

第7グループの笠井ガバナー補佐と石坂地区
財団委員長を輩出致しております。笠井ガバ
ナー補佐のもと来年3月に、第7・第8グルー
プのIMを開催いたすことになっております。

ラブ奉仕統括部門研修セミナーヘ出席いたし
ました。会員拡大と退会者の防止について他
のクラブの対策も聞きながら効果的な施策を
研究いたしました。以上報告といたします。

○ロータリーソング「四つのテスト」
○卓話者
第2740地区
第5グループガバナー補佐 福田　金治君
○ビジター
大村RC 会長　帯屋　　徹君

幹事　森本　英敏君
佐世保南RC 飯塚　佳彦君

幹事　古賀　　巖君

１．譛ロータリー米山記念奨学会
ニュース　ハイライトよねやま125号

２．第2740地区ガバナー 高原　武彦君
地区大会実行委員長 岡部　景光君
地区大会事務所開設のご案内

所在地／有田町南原丁175-5  ガバナー事
務所内

TEL 0955-25-9113 FAX 0955-25-9120

３．第2740地区ガバナー事務所
地区幹事　酒井田正宏君

月信第1号訂正のお願い

19ページ 地区主要行事予定表に7月識字
率向上月間とありますが、識字率向上月
間は3月のみであります。訂正の上お詫
び申しあげます。

４．第2740地区
第5グループガバナー補佐 福田　金治君
第6グループガバナー補佐 志久　雄三君
第5・6グループクラブ会員研修会送迎バス

運行のお知らせ

7月22日貅 勉強会16:00～ 懇親会18:00～
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例 会 記 録

幹 事 報 告

ご あ い さ つ
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■地域発展・人間尊重委員会
委員長　三浦桂一郎君

7月19日（月・海の日）はビーチ
クリーンアップの日です。多数の
ご参加をお願いします。

■インターアクト・青少年活動委員会
才木　邦夫君

社会を明るくする運動月間に
ちなんで開かれている佐世保学
園の意見発表会が7月2日、同学
園の体育館であり、飯田会長は
じめ古賀幹事、増本副幹事と才
木の4人で参加してきました。この発表会は、
非行に走り学園に強制収容され、自由のない
生活のなかで、必死に再起を目指している子
供たちを、地域の力で支えていこうという矯
正教育の支援活動の一環で、われわれの佐世
保ロータリークラブが後援団体となって、平
成5年に始まり、以来、毎年開かれているそ
うです。
学園には現在、14～19歳の約40人が在籍し
ているということで、発表会にはこの園内予
選を突破した6人が登壇。保護司会女性部の
方をはじめ体育館を埋め尽くした約260人を
前に、学園に入って初めて気付いたという家
族への思いとか、心に響いた言葉などについ
て、堂々と意見を発表しました。
ロータリーの4人は審査委員を務めさせて

もらいましたが、発表を聞いていると、全く
普通の子供たちと変わりはなく、むしろ礼儀
正しいくらいに感じました。ただ、普通の発
表会ですと、発表者はフルネームで紹介され
ますが、在籍者のプライバシーの関係で匿名
だったのが、印象的でした。と同時に、これ
だけきちんと発表できるのに、なぜ非行に走
ったんだろうかと、よく多感な青春時代とい
いますが、非行した少年と堂々と発表する少
年の姿にギャップを感じ、両者を隔てた分岐
点に、改めて思いを巡らせました。発表会後、
飯田会長が最優秀賞などに選ばれた3人に賞
状、記念品を贈り、「一日も早く社会復帰を
してください」と激励して帰った次第です。

また忙しい1年となりそうですが、会員や
コ・ホストクラブの皆さんのお力を借りなが
らがんばっていかなければと思っておりま
す。
最後に、佐世保クラブのご発展を祈念し、

今後も今まで同様にご指導賜りますようお願
い申しあげ、ご挨拶といたします。

■副会長　木村　公康君
地区クラブ奉仕研修セミナー

7月11日豸 武雄センチュリー
ホテルにて、2010～2011年度 ク
ラブ奉仕統括部門研修セミナー
に飯田会長と行って参りました。各クラブの
会長及び会員増強担当者が集合し、130名以
上の出席者でした。
国際ロータリー　ロータリーコーディネータ
ーの杉谷卓紀

たかのり

君（玉名RC）の卓話があり、
その後、グループごとに各クラブの現況と会
員増強の取り組みについて討議しました。
その中で平戸RCさんが会員増強に非常に

熱心に取り組まれていました。8月4日に平戸
RCの会長さんに卓話をお願いしました。

■出席・例会委員会 円田　浩司君
第2740地区第5・6グループ
ロータリークラブ会員研修会
のご案内

日時／平成22年7月22日貅
登録受付15:00～16:00
研修会　16:00～18:20
懇親会　18:30～20:00

場所／九十九島観光ホテル
（佐世保市鹿子前町）

対象者／第5・第6グループクラブ会員
（但し、希望者のみ）

委 員 会 報 告
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■ローターアクト委員会
委員長　F木　友輔君

長崎国際大学RAC 7月例会の

お知らせ

日時／平成22年7月21日貉
18:30～

場所／ハウステンボスジェイアール全日空ホ
テル
2階　小宴会場

メークアップ料／1,500円（お食事代）

親睦活動委員会　長富　正博君
○今月の誕生祝い
松本　英介君（1日）
田中丸善弥君（4日）
松本　由昭君（6日）
中村　徳裕君（6日）
木村　公康君（27日）

親睦活動委員会　川冨　正弘君
大村RC 帯屋　　徹会長、森本　英敏幹事　
本日は、クラブ協議会のご多忙の中、訪問
致して申し訳無く思います。今後ともご指導
の程、よろしくお願い申しあげます。

第2740地区　第5グループガバナー補佐
福田　金治君
本日は、第5グループ最初のガバナー補佐

訪問クラブ協議会です。今後１年間クラブの
皆様のご協力お願いします。

飯田　満治会長、木村　公康副会長
古賀　　巖幹事、増本　一也副幹事
第5グループガバナー補佐　福田金治さん

のご来訪を歓迎します。１年間ご苦労さま
です。

山下　尚登君
先日の11日の日曜に開催いたしました「佐
世保能　～青少年に能楽を伝えるために」は、
800名を超える来場者があり、盛況のうちに
終了しました。
特に開催主旨でありました「青少年」も、

推定300人の小・中・高校生が来場し、静かに、
また興味深く鑑賞してくれました。これもひ
とえに、皆様方のご協力のお陰と感謝する次
第です。本当にありがとうございました。

三浦桂一郎君
いよいよビーチクリーンアップが近づいて
参りました。都合により私は出席できません
が、多数のご参加をお願いしてニコニコしま
す。又、みなし取得による節税の資料を入れ
ておりますので、よろしくお願いします。

松本　英介君、田中丸善弥君
木村　公康君、松本　由昭君
誕生祝いありがとうございます。

ニコニコボックス

慶　　　祝

◇

ニコニコボックス 本日合計 20,000円
テーブルボックス 合　　計 28,000円

累　　計 88,000円
（先週の分）
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■ガバナー補佐講評
福田　金治君

『2010年規定審議会での主な改正

事項』

3年に1度の規定審議会が2010
年4月25日～30日に開催されました。採択さ
れた47の制定案（制定案とはRIの組織規定を
改正する立法案の事）の内、クラブ定款の改
正が必要となる主な制定案をお知らせ致し
ます。

（1）直前会長を「クラブ役員」及び必ず理事

会メンバーとする

クラブ定款第10条第4節の改正により、ク
ラブ役員に今までの「会長」「会長エレクト」
「副会長」「会計」「会場監督」に「直前会長」
を追加する必要があり、さらに「直前会長」
は必ず理事会メンバーにしなければならな
い。

（2）出席規定の適用の免除について

クラブ定款第9条第3節の改正により、理事
会の承認する条件と事情による欠席の場合、
このような出席規定の適用の免除は、最長12
ヵ月までとなりました。欠席が12ヵ月を超え
る時は、改めて出席規定の適用の免除を申請
しなければなりません。又、年齢と会員歴が
85年以上の条件で出席規定の適用の免除を理
事会に申請出来る方は年齢が65歳以上の方と
なりました。

（3）クラブ例会の出席率算出方法

クラブ定款第9条第5節の改正により、前
年度までのクラブ定款では、例会出席率の
算出式が間違いやすかったので、今回、分
かりやすい表現に変えられ、年齢と会員歴
が85年以上の方。RIの役員の条件で「出席
規定の適用の免除」を理事会より承認され
ている会員が、例会に出席された場合、出
席された会員の数を分母と分子に算入する
ことが明記されました。

（5）

■新世代奉仕委員長
中川内眞三君

■国際奉仕委員長
芹野　隆英君

■創立60周年記念実行委員会
総務委員長
円田　　昭君

※詳細は、クラブ活動計画書に記載されてい
ます。

■2009～2010年度　会計
2010～2011年度　会計
井手　孝邦君
配布資料をご参照ください。

■2009～2010年度　監事
安部　直樹君
私と中島　祥一監事は、去る7
月9日ロータリー事務局におい
て、橘闍会長、石井幹事、井手
会計　立ち会いのもと2009～2010年度の当ク
ラブ会計につきまして、会計元帳、預金通帳、
定期証書等を調査し、検討いたしましたとこ
ろ、適正かつ正確に処理されておりました事
を報告させて頂きます。



（4）4大奉仕部門が5大奉仕部門へ

クラブ定款第5条の改正により、「クラブ」
「職業」「社会」「国際」の4奉仕委員会に「新
世代奉仕委員会」が追加となりました。クラ
ブの組織図を今までの新世代担当より「新世
代奉仕委員会」と変更する必要があります。

（5）ロータリーの雑誌を2人のロータリアン

で合同購読できるようになった

クラブ定款第14条第1節の改正により、同
じ住所に住む二人のロータリアンは、機関雑
誌を合同で購読できるようになりました。

（6）移籍ロータリアン、また元ロータリアン

の入会について

クラブ定款第7条第4節の改正により、RIを
脱会したロータリークラブの元会員、又は移
転以外の理由によって所属クラブを退会した
元会員は、元のクラブの会員身分を失ってか
ら90日間は新しいクラブに入会する資格が無
い、が追加になりました。

（7）クラブ定款の改正について

クラブ定款第19条第2節の改正により、第2
条と第3条の改正の際、改正案を改正する例
会の日の10日前までにガバナーへ郵送する様
に改正されました。

≪規定審議会の決定に対して反対する方法≫

手続要覧201ページの国際ロータリー細則
〔8.140.2～8.140.8〕に記載されているとおり、
全世界のクラブの10％以上が反対の意思表示
をした場合、その効力は保留されます。その
後、所定の手続を経て、全世界のクラブの過
半数のクラブが反対した時は、その立法案は
無効となります。立法案が一時保留又は無効
とならない限り、成立した立法案は審議会閉
会直後の7月1日より有効となります。
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（今週の担当：石井　正剛）
（カメラ担当：三浦桂一郎）

クラブ会報委員会 委 員 長 松尾　文隆　　委　員 石井　正剛・幸良　秋夫
副委員長 納所　佳民　　 三浦桂一郎・高橋　理一

＊次回例会予告＊

高原　武彦ガバナー公式訪問

7月19日（月・海の日）ビーチクリーン
アップに参加されたみなさん


